
告
　
　
示

○
有
害
図
書
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
河
川
砂
防
課
）

二

公
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

昭
和
四
十
五
年
香
川
県
公
告
第
三
十
四
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
等
の
一
部
変
更

（
農
　
政
　
課
）

四

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

五

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
等
の
公
告
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
都
市
再
開
発
法
の
規
定
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
の
変
更
の
認
可（

〃
　
　
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

教
育
委
員
会
規
則

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
察
本
部
公
告

○
落
札
者
等
の
公
示

六

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
の
公
表
（
二
件
）

七

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 61 号

平成 16 年

8 月 3 日（火曜日）

一

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

指
定
番
号

123

124

125

126

127

128

指
定

年
月
日
種
別

図
　
　
　
　
書
　
　
　
　
名

雑
誌
コ
ー
ド

発
行
所
名

指
定
理
由

13318－
8

ミ
リ
オ
ン

出
版
㈱

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

平成十六年七月二十七日

雑
誌
K
E
IT
A
I B

A
N
D
IT
S

８
月
号
（
vol.38）

01865－
8

〃
〃

U
R
E
C
C
O
 g
a
l

８
月
号

14003－
8

㈱
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ

〃
ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
８
月
号
（
N
o.243）

17483－
08

14077－
8

〃
〃

B
u
rs
t

８
月
号
（
vol.80）

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

Especial
８
月
号
（
N
O
-133）

08169－
8

㈱
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン

〃

ホ
イ
ッ
プ

８
月
号
（
N
o.55）

〃
〃

129
03797－

08
G
O
K
U
H

８
月
号
(N
o.157)

㈱
バ
ウ
ハ

ウ
ス

〃

130
06635－

08
D
r.ピ
カ
ソ

８
月
号
（
N
o.113）

〃
〃

131
01805－

8
裏
モ
ノ
JA
P
A
N

８
月
号

鉄
人
社

〃

132
64174－

49
変
態
少
女
時
代

第
５
号

三
和
出
版

㈱
〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
並
び
に
同
地
番
に
介
在
す
る
道
路
敷
及
び
水
路
敷
（
別
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

区
域
名
　
郡
市
名
　
町
　
名
　
大
　
字
　
字
　
名
　
　
　
　

地
　
　
　
　
　
　
　
番

北
　
浦
　
坂
出
市
　
瀬
居
町
　
　
　
　
　
北
ノ
浦
　
一
一
〇
一
番
地
、
一
一
〇
二
番
地
四
、
一
一
〇

八
番
地
、
一
一
〇
九
番
地
一
、
一
一
〇
九
番
地

二
、
一
一
一
一
番
地
二
、
一
一
一
一
番
地
三
、

一
一
一
五
番
地
一
の
一
、
一
一
一
五
番
地
一
の

二
、
一
一
一
五
番
地
三
、
一
一
一
五
番
地
四
の

七
の
土
地
全
部

一
〇
九
六
番
地
、
一
一
〇
〇
番
地
、
一
一
〇
二

番
地
一
、
一
一
〇
二
番
地
二
、
一
一
〇
七
番
地

一
、
一
一
〇
七
番
地
二
、
一
一
一
〇
番
地
一
、

一
一
一
〇
番
地
二
、
一
一
一
一
番
地
一
、
一
一

一
一
番
地
五
、
一
一
一
三
番
地
一
、
一
一
一
五

番
地
二
の
二
、
一
一
一
五
番
地
四
の
四
、
一
一

一
五
番
地
四
の
六
、
一
一
一
六
番
地
一
、
一
一

四
五
番
地
か
ら
一
一
四
八
番
地
の
土
地
（
別
図

に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務

所
総
務
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
公
告
第
三
百
九
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
　
　
高
松
市
南
新
町
四
番
地
六

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

公

告

133
07933－

8
㈱
ぶ
ん
か

社
〃

P
E
N
T
-JA

P
A
N

８
月
号

134
11804－

08
㈱
マ
ガ
ジ
ン・

マ
ガ
ジ
ン

〃
C
e
L
e
b
 g
irls

ウ
ォ
ー
B
組
８
月
号
増
刊

135
07679－

8
英
知
出
版

㈱
〃

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ
８
月
号
（
N
o.244）

136
17429－

8
㈱
桃
園
書

房
〃

発
掘
!!お
宝
映
像
ハ
プ
ニ
ン
グ

ア
イ
ド
ル
集
　
　
　
８
月
増
刊
号

137
09004－

7
㈱
黒
田
出

版
興
文
社

〃
墨
B
O
K
U
嫁
と
姑
D
X

７
月
号
増
刊
（
VO
L.01）

138
06345－

08
㈱
M
C
プ

レ
ス

〃
D
VD
 D
ELU
X

８
月
号

139
06442－

08
㈱
ジ
ー
オ

ー
テ
ィ

〃
eO
N
N
A D
M
M
 D
VD

８
月
号
増
刊
（
VO
L.008）

140
06777－

08
㈱
サ
ン
出

版
〃

D
o
n
t’!

８
月
号

141
07775－

08
㈱
ビ
ブ
ロ

ス
コミッ
ク
誌

B
E
-B
O
Y
 G
O
L
D
８
月
号

142
18815－

08
宙
出
版

〃
a
y
a

８
月
号



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

三

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
太
田
店
　
　
高
松
市
多
肥
下
町
一
九
二
番
地
二

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

変
更
前
　
午
前
九
時
三
十
分

変
更
後
　
午
前
九
時

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

変
更
前
　
午
後
十
時

変
更
後
　
午
前
零
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前
　
午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
十
五
分
ま
で

変
更
後
　
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
前
零
時
十
五
分
ま
で

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
一
日
　

５
　
変
更
す
る
理
由

顧
客
の
利
便
性
向
上
の
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
三
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
八
月
三
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
六
年
十
二
月
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提

出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
三
百
九
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
百
六
十
四
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

天
満
屋
ハ
ッ
ピ
ー
タ
ウ
ン
善
通
寺
店
　
　
善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
川
添
一
九
〇
三
番
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
善
通
寺
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要
　
　

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
善
通
寺
市
建
設
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

四

平
成
十
六
年
八
月
三
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
三
百
九
十
八
号

昭
和
四
十
五
年
香
川
県
公
告
第
三
十
四
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更

し
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

第
一
　
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
公
告
第
三
十
四
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変

更
す
る
。

一

の
項
中
「
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
」
を
「
よ
る
都
市
計
画
区
域
内
の
」
に
改
め
る
。

第
二
　
昭
和
四
十
七
年
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
四
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
変
更
す
る
。

一

の
項
及
び
三

の
項
中
「
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
」
を
「
よ
る
都
市
計
画
区
域
内
の
」
に
改
め
る
。

第
三
　
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
公
告
第
七
十
一
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変

更
す
る
。

一

の
項
、
二

の
項
及
び
三

の
項
中
「
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
市
街
化
区
域
」
を
「
よ
る
都
市
計

画
区
域
内
の
用
途
地
域
」
に
改
め
る
。

第
四
　
昭
和
四
十
八
年
香
川
県
公
告
第
二
百
十
九
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

二

の
項
中
「
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
市
街
化
区
域
」
を
「
よ
る
都
市
計
画
区
域
内
の
用
途
地
域
」
に

改
め
る
。

四

の
項
及
び
五

の
項
中
「
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
」
を
「
よ
る
都
市
計
画
区
域
内
の
」
に
改
め
る
。

第
五
　
昭
和
五
十
八
年
香
川
県
公
告
第
八
十
五
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変

更
す
る
。

一

の
項
中
「
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
市
街
化
区
域
」
を
「
よ
る
都
市
計
画
区
域
内
の
用
途
地
域
」
に

改
め
る
。

第
六
　
平
成
十
四
年
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
八
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

二
の
項
第
１
号
中
「
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
」
を
「
よ
る
都
市
計
画
区
域
内
の
」
に
改
め
る
。

第
七
　
平
成
十
五
年
香
川
県
公
告
第
二
百
八
十
七
号
（
農
業
振
興
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

二
の
項
第
１
号
中
「
１
の
区
域
」
を
「
４
の
区
域
」
に
改
め
、
同
項
第
４
号
中
「
基
づ
き
定
め
ら
れ

た
」
を
「
よ
る
都
市
計
画
区
域
内
の
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
九
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
を

土
地
改
良
事
業
の
種
類
　
　
　
地
区
名
　
　

工
事
完
了
年
月
日

行
っ
た
者
の
名
称

高
松
市
西
植
田
土
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
下
代
東
地
区
　
　
平
成
一
六
、
三
、
一
〇

地
改
良
区

●
香
川
県
公
告
第
四
百
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
を

土
地
改
良
事
業
の
種
類
　
　
　
地
区
名
　
　

工
事
完
了
年
月
日

行
っ
た
者
の
名
称

高
松
市
西
植
田
土
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
植
田
地
区
　
　
　
平
成
一
六
、
六
、
四

地
改
良
区

●
香
川
県
公
告
第
四
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
仲
南
町
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

五

●
香
川
県
公
告
第
四
百
二
号

坂
出
市
か
ら
坂
出
都
市
計
画
道
路
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
丸

亀
町
商
店
街
Ｇ
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

氏
名
　
植
村
　
博

住
所
　
高
松
市
丸
亀
町
八
番
地
六

●
香
川
県
公
告
第
四
百
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地

再
開
発
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
組
合
の
名
称

高
松
丸
亀
町
商
店
街
Ｇ
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
施
行
地
区

高
松
市
丸
亀
町
の
一
部
、
鍛
冶
屋
町
の
一
部
、
古
馬
場
町
の
一
部
及
び
瓦
町
の
一
部

四
　
事
務
所
の
所
在
地

変
更
前
　
高
松
市
丸
亀
町
一
三
番
地
二

変
更
後
　
高
松
市
鍛
冶
屋
町
六
番
地
一
二

五
　
設
立
認
可
の
年
月
日
　

平
成
十
三
年
十
一
月
八
日

六
　
定
款
の
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
三
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
原
田
町
字
西
三
分
一
　
一
六
一
九
―
一
の
一
部
、
一
六
二
〇
―
二
、
一
六
二
四
―
一
の
一
部
、

一
六
二
四
―
二
、
一
六
二
五
―
一
、
一
六
二
五
―
二
の
一
部
及
び
一
六
二
五
―
三

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三
豊
郡
山
本
町
大
字
辻
四
五
七
〇
―
一

有
限
会
社
　
黒
川
種
苗
園
　
代
表
取
締
役
　
黒
川
　
征
一

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
　
川
　
県
　
教
　
育
　
委
　
員
　
会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「
園
芸
科

別
表
一
高
等
学
校
の
表
香
川
県
立
石
田
高
等
学
校
の
項
中
「
園
芸
科
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

園
芸
デ
ザ
イ
ン
科
」

「
金
属
工
芸
科

「
美
術
科
　
　
「
工
芸

め
、
同
表
香
川
県
立
高
松
工
芸
高
等
学
校
の
項
中
　
漆
芸
科
　
　
　
　
を
削
り
、

を

教
育
委
員
会
規
則



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

六

工
芸
科
」

美
術

イ
ン
テ
リ
ア
科
」

科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
農
業
土
木
科

に
改
め
、
同
表
香
川
県
立
高
松
南
高
等
学
校
の
項
中
「
農
業
土
木
科
」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「

科
」

環
境
科
学
科
」

「
農
業
経
営

「
衛
生
看
護
科

衛
生
看
護
科
」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
香
川
県
立
農
業
経
営
高
等
学
校
の
項
中
　
畜
産
経
営

看
護
科
　
　
」

園
芸
経
営

「
農
業
経
営
科

農
業
生
産
科

科

園
芸
経
営
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

科
　
を
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
香
川
県
立
坂
出
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「
情
報
処
理
科
」
を

環
境
園
芸
科

科
」

畜
産
経
営
科

動
物
科
学
科
」

情
報
処
理
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
衛
生
看
護
科

に
改
め
、
同
表
香
川
県
立
飯
山
高
等
学
校
の
項
中
「
衛
生
看
護
科
」
を

情
報
技
術
科
」

看
護
科
　
　
」

に
改
め
、
同
表
香
川
県
立
多
度
津
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
電
子
機
械
科
」
を
削
る
。

別
表
二
高
等
学
校
の
表
一
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

動
物
科
学
科
　
　
　
家
畜
そ
の
他
の
動
物
の
飼
育
・
活
用
及
び
農
業
経
営
に
関
す
る
知
識
と

技
術
を
習
得
さ
せ
、
畜
産
を
中
心
と
す
る
農
業
経
営
者
や
農
業
技
術
者

と
し
て
必
要
な
能
力
・
態
度
を
育
て
る
。

別
表
二
高
等
学
校
の
表
一
の
項
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

園
芸
デ
ザ
イ
ン
科
　
園
芸
作
物
の
栽
培
、
農
業
経
営
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
環
境
制
御

並
び
に
緑
地
環
境
の
計
画
、
設
計
、
施
工
及
び
管
理
に
関
す
る
知
識
と

技
術
を
習
得
さ
せ
、
園
芸
若
し
く
は
施
設
園
芸
を
中
心
と
す
る
農
業
経

営
者
や
農
業
技
術
者
又
は
造
園
経
営
者
や
造
園
技
術
者
と
し
て
必
要
な

能
力
・
態
度
を
育
て
る
。

環
境
園
芸
科
　
　
　
草
花
の
栽
培
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
環
境
制
御
、
緑
地
環
境
の
管

理
、
農
業
機
械
の
整
備
及
び
農
業
経
営
に
関
す
る
知
識
と
技
術
を
習
得

�
�

�

さ
せ
、
草
花
の
栽
培
な
ど
を
中
心
と
す
る
農
業
経
営
者
や
農
業
技
術
者

と
し
て
必
要
な
能
力
・
態
度
を
育
て
る
。

別
表
二
高
等
学
校
の
表
一
の
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。農

業
生
産
科
　
　
　
作
物
、
野
菜
及
び
果
樹
の
栽
培
並
び
に
農
業
経
営
に
関
す
る
知
識
と
技

術
を
習
得
さ
せ
、
作
物
の
栽
培
な
ど
を
中
心
と
す
る
農
業
経
営
者
や
農

業
技
術
者
と
し
て
必
要
な
能
力
・
態
度
を
育
て
る
。

別
表
二
高
等
学
校
の
表
一
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

環
境
科
学
科
　
　
　
環
境
に
配
慮
し
た
園
芸
作
物
の
栽
培
・
活
用
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

・
環
境
制
御
及
び
地
域
環
境
の
保
全
・
創
造
に
関
す
る
知
識
と
技
術
を

習
得
さ
せ
、
施
設
園
芸
を
中
心
と
す
る
農
業
技
術
者
又
は
農
業
土
木
に

関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
技
術
者
と
し
て
必
要
な
能
力
・
態
度
を
育
て

る
。

別
表
二
高
等
学
校
の
表
三
の
項
中

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま

で
と
し
、
同
表
六
の
項
中
「
厚
生
」
を
「
看
護
」
に
改
め
、
同
表
中
十
一
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
十
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
一
　
情
報
に
関
す
る
　
情
報
技
術
科
　
　
　
　
　
電
子
計
算
機
を
活
用
し
た
シ
ス
テ
ム
の
設
計

学
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
管
理
及
び
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
知

識
と
技
術
を
習
得
さ
せ
、
情
報
関
連
の
業
務

に
従
事
す
る
技
術
者
と
し
て
必
要
な
能
力
・

態
度
を
育
て
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
公
告
第
七
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

�
�

�
�

�

警
察
本
部
公
告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

七

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
日

香
川
県
警
察
本
部
長
　
　
岩
　
　
瀬
　
　
充
　
　
明

一
　
借
入
件
名
及
び
数
量
　
緊
急
配
備
支
援
シ
ス
テ
ム
（
端
末
機
、
周
辺
機
器
、
維
持
補
修
サ
ー
ビ
ス
及

び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）

一
式

二
　
契
約
の
相
手
方
の
決
定
方
法
　
一
般
競
争
入
札

三
　
落
札
者
決
定
日
　
平
成
十
六
年
七
月
二
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所
　
日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社
　
東
京
都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
一
五
番
一

二
号

五
　
落
札
金
額
　
八
、
〇
〇
一
、
〇
〇
〇
円

六
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

七
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
九
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
警
察
本
部

生
活
安
全
部
地
域
課
通
信
指
令
室
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
三
―
〇
一
一
〇

監
査
委
員
公
表

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
１２
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
4
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
9
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
16年

8
月
3
日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

1
監
査
対
象
部
局
　
　
　
健
康
福
祉
部
（
病
院
事
業
会
計
を
除
く
。
）

2
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
15年
度

3
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

中
讃
保
健
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

2
月
9
日

中
讃
保
健
所
坂
出
支
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

中
讃
保
健
所
琴
平
支
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

中
讃
福
祉
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

4
月
14日

身
体
障
害
者
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

〃
セ
ン
タ
ー
身
体
障
害
者
相
談
所

知
的
障
害
者
相
談
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

西
讃
保
健
福
祉
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

4
月
15日

亀
山
学
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

食
肉
衛
生
検
査
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

4
月
19日

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

4
月
22日

東
讃
保
健
福
祉
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

4
月
27日

医
療
短
期
大
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

健
康
福
祉
総
務
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

5
月
6
日

長
寿
社
会
対
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

医
務
国
保
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

子
育
て
支
援
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

5
月
7
日

障
害
福
祉
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

県
立
病
院
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

薬
務
感
染
症
対
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

5
月
10日

生
活
衛
生
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

保
育
専
門
学
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

6
月
25日

斯
道
学
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

川
部
み
ど
り
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

4
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
、
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
、
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

八

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
収
納
事
務
の
委
託
に
つ
い
て

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会
と
の
間
で
保
育
士
登
録
業
務
委
託
契
約
書
を
締
結
し
、
保
育
士

登
録
手
数
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
て
い
る
が
、
収
納
事
務
を
委
託
し
た
旨
の
告
示
を
し
て
い
な

い
の
で
、
告
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
子
育
て
支
援
課
）

イ
　
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

自
動
車
で
通
勤
す
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
通
勤
距
離
の
認
定
を
誤
っ
て
い
る

も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
精
査
の
う
え
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
中
讃
保
健
所
、
中
讃
保
健
所
坂
出
支
所
）

ウ
　
超
過
勤
務
手
当
等
の
支
給
に
つ
い
て

超
過
勤
務
手
当
又
は
休
日
給
の
支
給
に
当
た
り
、
支
給
割
合
を
誤
っ
て
支
給
し
て
い
る
の
で
、

正
当
額
と
の
差
額
分
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
保
育
専
門
学
院
）

エ
　
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て

自
家
用
車
使
用
に
よ
る
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
、
通
勤
と
同
じ
手
段

に
よ
り
通
勤
経
路
と
同
一
の
経
路
を
含
む
出
張
を
命
じ
た
た
め
、
旅
費
計
算
に
当
た
っ
て
通
勤
手

当
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
整
を
せ
ず
誤
っ
た
額
の
旅
費
を
支
給
し
て

い
る
の
で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
中
讃
保
健
所
坂
出
支
所
）

オ
　
前
渡
金
の
精
算
に
つ
い
て

資
金
前
渡
を
受
け
た
職
員
が
、
前
渡
金
受
領
か
ら
支
払
う
ま
で
、
相
当
期
間
経
過
し
て
い
る
も

の
が
あ
っ
た
。
（
斯
道
学
園
）

検
討
指
示
事
項

該
当
事
項
な
し

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
１３
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
4
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
9
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
16年

8
月
3
日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
　
石
　
川

治

同
　
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

1
監
査
対
象
部
局
　
　
　
商
工
労
働
部

2
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
15年
度

3
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

4
月
14日

計
量
検
定
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

丸
亀
高
等
技
術
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

4
月
15日

栗
林
公
園
観
光
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

4
月
27日

産
業
政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

5
月
10日

経
営
支
援
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

5
月
11日

労
働
政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

観
光
交
流
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

大
阪
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

5
月
27日

高
松
高
等
技
術
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
16年

7
月
13日

4
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
、
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
、
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

別
居
の
親
を
扶
養
親
族
と
す
る
職
員
の
扶
養
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
支
給
要
件
の
確
認
に
つ

い
て
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
誤
っ
て
手
当
を
支
給
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

九

納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
産
業
政
策
課
）

イ
　
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

通
勤
に
バ
ス
を
利
用
す
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
を
誤

っ
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
高
松
高
等
技
術
学
校
）

検
討
指
示
事
項

該
当
事
項
な
し



平
成
十
六
年
八
月
三
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
日

（
第
九
一
五
五
号
）

一
〇

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


